
荒川市民センター基本使用料 

 

◎貸室の使用料 

使用場所等 
時間貸し使用料（１時間につき） 通し貸し使用料 

9:00～13:00 13:00～18:00 18:00～22:00 9:00～17:00 13:00～22:00 9:00～22:00 

会議室（A） 
円 

６４０ 

円 

６１０ 

円 

９７０ 

円 

４，３００ 

円 

６，２９０ 

円 

８，１８０ 

会議室（B） ２１０ １９０ ３００ １，３９０ １，９４０ ２，５７０ 

和風学習室（A） ６４０ ６４０ ９７０ ４，４４０ ６，４２０ ８，３２０ 

和風学習室（B） ９０ １００ １７０ ６３０ １，０４０ １，２９０ 

調理実習室 ７６０ ７９０ １，１５０ ５，４５０ ７，７４０ １０，０２０ 

創作陶芸室 ５００ ５３０ ７６０ ３，６７０ ５，１９０ ６，７１０ 

多
目
的
ホ
ー
ル 

貸
切
使
用 

スポーツ

に使用す

る場合 

７２０ ７３０ １，０５０ ５，０７０ ７，１３０ ９，２８０ 

スポーツ

以外に使

用する場

合 

１，８６０ １，８７０ ２，８００ １３，０７０ １８，６５０ ２４，２４０ 

個
人
使
用

（

 

１
人
に
つ
き 

） 

小学生 ２０  

中学生 ４０ 

高校生 ７０ 

一般（大

学生を含

む。） 

１００ 

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
ル
ー
ム 

個
人
使
用

（

 

１
人
に
つ
き 

） 

高校生 ７０ 
 

一般（大

学生を含

む。） 

１００ 

テ
ニ
ス
コ
ー
ト 

１面 ２５０ 



《備考》 

１ 入場料を徴収する場合の使用料は、規定使用料の５割増しの額(以下「割増使用料」という。)とする。 

２ 暖房を使用する期間(原則として11月から４月まで)の使用料は、規定使用料又は割増使用料の３割増し 

  の額とする。 

３ 創作陶芸室の焼窯を使用したときは、電気料の実費を徴収する。 

４ 団体とは、20人以上で構成する責任者の引率する集団をいう。 

５ 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。 

 


